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　消費者教育は、学校、地域、家庭、職域など様々な場において行われています。それぞれの場で

消費者教育を主催しているのは、主に行政機関、教育関係者、保護者、事業者などですが、実は、

私たち「弁護士」も消費者教育の担い手の一人なのです。

ん？ちょっと待って！弁護士が消費者教育をやってるってホント！？…意外に思われる人もいるかも

知れませんね。でも、その歴史は結構古いのです。

　日本弁護士連合会には、消費者被害の予防・救済と消費者の権利確立を目指す「消費者問題対策

委員会」があり、その中に消費者教育を専門的に取り扱う「消費者教育・ネットワーク部会」があ

ります。この「消費者問題対策委員会」は１９８５年から、「消費者教育・ネットワーク部会」は少

なくとも30年以上前から活動しているのです。

　また、全国には、北海道から沖縄まで５２の弁護士会があり、それぞれに消費者教育に取り組ん

でいる弁護士がたくさんいるのです。

　今日の消費者教育は、２0１２年に制定された「消費者教育推進法」という法律に基づいて行われ

ています。この法律には「消費者市民社会」という大切な考えが書かれているのですが、このよう

に法律に関することは、弁護士から聞いてみたいという人も多いのです。

　ですから、消費者教育基本方針（平成30年３月２0日変更）でも、弁護士を活用することが勧め

られています。

実際に、弁護士がやっている消費者教育ってどんなもの？…気になりますよね。そこで、最近の活

動を少し紹介したいと思います。

弁護士もやっています！消費者教育

中村新造弁護士

　「消費者教育」とは？　それは学校の授業に留まるものではありません。社会的分野や職種を超
えて、様々な場の特性に応じた教育が実践されています。そのひとつ「弁護士による消費者教育」
について、中村新造弁護士にお話を伺いました。
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■ブックレット「お買いもので世界を変える」（岩波書店）

消費者教育推進法がどのような経緯で制定されたのか、「消費者市民社会」とはどのような考え

方なのか、消費者教育を受ける権利など消費者教育の重要性について、分かりやすく解説したもの

です。

■ブックレット「狙われる１８歳！？」（岩波書店）

２0２２年４月に民法の成年年齢が２0歳から１８歳に引き下げられました。この法律改正が、人々

の暮らしにどのような影響を及ぼすのか、私たちはどのような点に気を付ければよいのか、を解説

したものです。

■団体情報バンク

消費者庁の「消費者教育ポータルサイト」には、「講師を探す」という項目があり、これをク

リックすると、「団体情報バンク」を見ることができます。

この「団体情報バンク」では、都道府県ごとに、消費者教育の担い手となる「団体」が紹介され

ており、「派遣講師例」「講義テーマ」「講座内容及び活動内容」「問合せ先」などもみることができ

ます。そして、全国にある多くの弁護士会が、この「団体情報バンク」に登録しています。

　弁護士が消費者教育をやっていること、お分かりいただけたでしょうか。法律や消費者被害につ

いてお話するのは、弁護士の得意分野です。消費者教育をやってみようと思ったときには、ぜひ弁

護士に声をかけてみてください！



3


